
○　主文
一　被告が起業者として施行する足利・佐野都市計画事業山辺東部土地区画整理事
業に係る土地区画整理法第一〇一条第一項規定の損失補償裁決申請事件において、
昭和六一年一一月二一日栃木県収用委員会がなした第一号事件原告Ａ所有の別紙物
件目録一記載の土地に対する損失補償額金七九万二四六九円との補償裁決を金一七
六万二三七五円と
第二号事件原告Ｂ所有の同目録二記載の土地に対する損失補償額金三五六万九三六
一円との補償裁決を金一〇九三万九九八三円とそれぞれ変更する。
二　被告は、第一号事件原告Ａに対し、金一七六万二三七五円及びこれに対する平
成五年五月二四日から右支払済まで年五分の割合による金員、並びに第二号事件原
告Ｂに対し、金一〇九三万九九八三円及びこれに対する平成二年一二月一六日から
右支払済みまで年五分の割合による金員を各支払え。
三　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
四　訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の、その余を被告の負担とする。
五　この判決は、主文第二項に限り仮に執行することができる。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
（原告らの請求の趣旨）
一　被告が起業者として施行する足利・佐野都市計画事業山辺東部土地区画整理事
業に係る土地区画整理法第一〇一条第一項規定の損失補償裁決申請事件において、
昭和六一年一一月二一日栃木県収用委員会がなした
第一号事件原告Ａ所有の別紙物件目録一記載の土地に対する損失補償額金七九万二
四六九円との補償裁決を金六二七万七九七六円と、
第二号事件原告Ｂ所有の同目録二記載の土地に対する損失補償額金三五六万九三六
一円との補償裁決を金三八一三万九三八八円と、
それぞれ変更する。
二　被告は、第一号事件原告Ａに対し、金五四八万五五〇七円及び内金五二八万七
一三七円に対する昭和六二年一月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員
を支払え。
三　被告は、第二号事件原告Ｂに対し、金三四五七万〇〇二七円及び内金三二八一
万九九九七円に対する昭和六二年一月二二日から支払済みまで年五分の割合による
金員を支払え。
四　訴訟費用は被告の負担とする。
五　請求の趣旨第二項ないし第四項につき仮執行宣言。
（原告らの請求の趣旨に対する被告の答弁）
一　原告らの請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は原告らの負担とする。
三　仮執行免税宣言。
第二　当事者の主張
〔第一号事件〕
（請求原因）
一　当事者
１　第一号事件原告Ａは、別紙物件目録一記載の各土地（以下「本件第一土地」と
いう。）の所有者であり、第二号原告Ｂから、昭和五三年一二月一八日に足利市＜
地名略＞の土地（同一九日所有権移転登記完了。以下、土地の表示については「＜
地名略＞の土地」などと表示する。）の、昭和五四年一月二五日に＜地名略＞の土
地の（同二月一三日所有権移転登記完了）、昭和五五年九月三〇日に＜地名略＞の
土地の（同一〇月一日所有権移転登記完了）、昭和五六年八月一日に＜地名略＞の
土地の（同一〇月一日所有権移転登記完了）、それぞれ贈与を受け、所有権を取得
した。
２　被告は、本件土地所在地を含も足利・佐野都市計画事業山辺東部土地区画整理
事業（以下「本件事業」という。）の施行者である。
二　被告による仮換地指定処分等
１　被告は、本件事業の施行者として、当時、＜地名略＞、＜地名略＞及び＜地名
略＞の従前地の所有者であった原告Ｂに対し、昭和四九年三月二三日付で＜地名略
＞の従前地については＜地名略＞内の地積一四一平方メートルの土地を、＜地名略
＞の従前地については＜地名略＞内の地積一二七平方メートルの土地を、＜地名略
＞の従前地については＜地名略＞内の地積二平方メートルの土地を、＜地名略＞の



従前地については＜地名略＞内の地積八五平方メートルの土地を、それぞれ仮換地
として指定し、その効力発生日を同年三月二六日とし、かつ仮換地の使用又は収益
を開始することができる日は別に定めて通知する旨の通知（以下「本件処分」とい
う。）をした。
２　被告は、原告Ａに対し、昭和五四年七月二〇日付で＜地名略＞及び＜地名略＞
の従前地について、その効力発生日を同年七月二三日とする仮換地変更指定処分の
通知（以下、本件処分と併せて「本件各処分」という。）をした。
なお、＜地名略＞及び＜地名略＞の従前地については、土地所有権が原告Ｂから原
告Ａに移転した後も、＜地名略＞及び＜地名略＞の従前地のような再度の仮換地指
定通知はなされていないが、被告が昭和四九年三月二三日付で原告Ｂに対して行っ
た仮換地指定処分（なお、
この場合も仮換地の使用又は収益を開始することができる日は別に定めて通知する
こととされていた。）の効力は、土地区画整理法（以下「法」という。）一二九条
により、承継人である原告Ａに対しても及んでいる。
３　本件事業の執行により、＜地名略＞の従前地は昭和五四年一二月一日から、＜
地名略＞の従前地は原告Ａが所有権を取得した当初から、＜地名略＞の従前地は昭
和五八年一月一七日から、それぞれ現実に使用収益できなくなった。また、右三筆
の土地に対応する仮換地については、本件訴え提起時（昭和六二年一月一八日）に
至るも被告から原告Ａに対する仮換地の使用開始の通知がないので、同原告は、結
局、従前地、仮換地の双方とも使用収益できない状態が継続している。
三　原告Ａの損失
１　事業施行者は、従前の宅地について使用収益できる権利を有していた者が仮換
地指定を受けたうえ、当該仮換地について使用収益開始日が別に定められたため
に、従前地について使用収益できなくなったことにより損失を受けた場合に、右損
失を受けた者に対して「通常生ずべき損失」を補償しなければならないとされてい
る（法一〇一条一項）。
２　原告Ａは、前記のとおり、従前地、仮換地の双方とも使用収益できないという
損失を被っているが、それは「従前の宅地について使用し又は収益することができ
なくなったことに因り」被った損失であって、特段の事情のない限り、従前地の地
代又は借賃相当額（以下「借賃相当額」という。）が通常生ずべき損失となる。し
かも、本件では施行者の著しい計画不備ないし失敗により、使用収益不能期間が極
めて長時間にわたっているのであって、その負担を個人に帰すことは平等に反する
ことにもなる。
四　補償額
１　従前地の借賃相当額は、土地収用法における損失補償と同様に考えるべきであ
り、同法七二条を類推適用したうえ、「公共用地の取得に伴う損失補償基準（昭和
三七年一〇月一二日用地対策連絡協議会理事決定、以下「用対連基準」という。）
二四条及び同細則一一条の定める推定正常価格（時価）の六パーセントとするのが
相当である。
２　また、補償対象の本件第一土地の昭和四七年九月一七日における推定正常価格
（単価）は、別表第一記載のとおりであり、また、本件事業区域内の大部分は住居
地域であり、補償対象地の近傍も従前から住宅地としての使用が一般的で、現在も
同様であるから、昭和四七年九月一七日以降の価格を推定するには、財団法人日本
不動産研究所公表の六大都市を除く地域別市外地価推移指数（第四表）のうち、住
宅地指数を用いるのが合理的であるところ、これを用いて昭和五四年九月末日から
半年毎に昭和五九年三月末日までの従前地の正常価格を推定すると別表第二記載の
とおりとなる。
３　したがって、以上の基準に基づいて原告Ａが補償対象の本件第一土地について
の補償を受けるべき価額を算出すると次のとおりとなる。
（一）　昭和五四年一二月一日から同五五年三月三一日まで
＜地名略＞の土地（四か月分の賃料相当額）
４６．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０６÷１２×４＝１７９．７
７２円
（二）　昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日まで
＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
４６．３００４６．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０６＝５７４．
２６６円
（三）　昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日まで



（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０６＝６４４．１５６円
（２）　＜地名略＞の土地（昭和五六年八月一日から八か月分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０６÷１２×８＝３８０．４６２円
（四）　昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６０．４００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０６＝７０３．５６３円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６０．４００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０６＝６２３．３２８円
（３）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６５．８００（円／ｍ２）×６．６１ｍ２×０．０６÷１２＝２．１７４円（一か
月分の賃料相当額）
（２．１７４円×２）＋（２．１７４円×１５÷３１）＝５．３９９円
（五）　昭和五八年四月一日から同五九年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６４．０００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０６＝７４５．４９７円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６４．０００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０６＝６６０．４８０円
（３）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６９．７００（円／ｍ２）×６．６１ｍ２０．０６＝２７．６４３円
（六）　昭和五九年四月一日から同五九年九月三〇日まで
（１）　＜地名略＞の土地（六か月分の賃料相当額）
６６．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０６÷２＝３８６．１４４円
（２）　＜地名略＞の土地（六か月分の賃料相当額）
６６．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０６÷２＝３４２．１０８円
（３）　＜地名略＞の土地（六か月分の賃料相当額）
７２．２００（円／ｍ２）
×６．６１ｍ２×０．０６÷２＝１４．３１７円
五　補償裁決
原告Ａは、被告と、法一〇一条一項の損失補償について協議をしたが、協議が成立
しないので、栃木県収用委員会に対し、法九四条二項に基づき補償裁決の申請をし
た。栃木県収用委員会は、昭和六一年一一月二一日付で原告Ａに対し、損失補償金
を七九万二四六九円、損失補償の時期を昭和六二年一月二一日とする旨の裁決（以
下「本件裁決」という。）をした。
六　よって、原告Ａは、被告に対し、本件裁決の変更を求めるとともに、損失補償
金請求権に基づき金五四八万五五〇七円及び内金五二八万七一三七円に対する昭和
六二年一月二二日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求め
る。
（被告の認否）
一　請求原因一の各事実は認める。
二　同二の各事実は認める。
三　１同三１は認める。
２　同三２は争う。
四　１同四１、３は争う。
２　同四２のうち、補償対象地の昭和四七年九月一七日における推定正常価格が別
表第一記載のとおりであること、昭和四七年九月一七日以降の推定正常価格を財団
法人日本不動産研究所公表の六大都市を除く地域別市外地価推移指数（第四表）の
うち、住宅地指数を用いて算出すると別表第二記載のとおりとなることは認め、そ
の余は争う。
五　同五は認める。
（被告の主張）
一　法一〇一条について
１　換地処分は、施行区域全体について同時に土地の交換分合を行うものであると
ころ、従前地上にある建築物を移転・除去して従前の土地上の使用収益の状態を一
挙に換地へ移行することが事実上不可能であるため、換地処分がなされるまでの
間、仮換地指定処分により仮に使用収益できる土地を各権利者に指定して、順次、
従前地上の使用収益状態を換地へ移行することとしている。



仮換地指定処分によって従前の土地に対する使用収益が停止されるのも右目的を達
成するために支障となる私権の行使を制限するものであり、施行者が当該土地を一
定期間現実に使用することを直接の目的としてなされるものではない。すなわち、
仮換地指定処分による従前地に対する使用収益停止は、公用使用（公用使用は、現
実に事業者に一定期間にわたる土地の使用を許し、土地所有者にその受忍限度を課
すことを目的としてなされるものである。）ではなく、公益目的達成のため私権の
行使を制限するいわゆる公用制限に該当するものである。
このように、仮換地指定処分は、例えば法七九条一項による土地の使用（この場合
は、施行者が一時収用施設等を設置するために土地を使用するものであるから公用
使用である。）とは全くその性質を異にする。
２　一般に、公共の福祉のため、あるいは権利自体に内在する制約のため公用制限
する場合には補償を要しないと解されているところ、法に基づく仮換地指定の効果
として生ずる従前の土地の使用収益停止という公用制限も、公共の福祉のためなさ
れるものであり（同法一条）、これに対する補償は原則として不要である。
もっとも法一〇一条は、仮換地指定による従前地の使用収益停止について補償規定
を設けているが、それは公用制限としてなされる仮換地指定による従前地の使用収
益停止が特別の犠牲を与える場合を考慮したものであるから、法一〇一条所定の補
償要件の解釈は公用制限による損失補償の一般理論に沿ってなされるべきである。
３　公用制限を定める特別法には「通常生ずべき損失」を補償する旨の規定が置か
れることが多いが、このような場合、いわゆる実損補填説がとられ、土地所有者が
現実に受ける積極的な損失のみが通常損害になると解されており、将来の期待利益
の喪失は含まないとされている。すなわち、当該公用制限により従前から現に行っ
ていた土地利用が妨げられたために受けた損失だけが補償の対象となるのであっ
て、法一〇一条の補償もこれと同様に解されるべきものである。
本件のごとく使用収益開始日を別に定めるとされた仮換地指定にあっては、従前地
所有者は、施行者から工事等の必要上、従前地の明渡しを求められるまでは、これ
を事実上使用収益できるのであり、また、原告Ａは、使用収益停止以前からその点
について十分認識していたにもかかわらず、何らの利用意思もなく、本件土地を未
利用のまま放置していたところ、このように従前地が未利用のまま放置されていた
場合には、仮換地指定により使用収益が停止されても、従前から現に行っていた土
地利用が妨げられるということはありえないから、原告には経済的、財産的損失が
生じておらず、損失補償の余地はないというべきである。
４　原告Ａは、法一〇一条の補償を賃料相当額であると主張しているが、これは従
前地が現に利用されていて、仮換地指定により使用収益が停止されたため従前から
現に行っていた土地利用が妨げられ、
他に代替地を賃借せざるを得なかったような場合を想定したものである。
５　以上のとおり、従前地の使用収益が停止されても、当該従前地が未利用であ
り、積極的かつ現実的損失が発生しない以上、法一〇一条の損失補償は不要であ
る。
二　賃科相当額について
１　仮に本件の場合に賃料相当額の補償が必要であるとした場合でも、その額は次
に述べるように原告Ａ主張の土地価格の六パーセント（年額）などという高額なも
のではなく、固定資産評価額の一〇〇〇分の四〇を超えることはない。
原告の主張する正常な地代又は借賃は、不動産の完全自由市場において成立するで
あろう適正な賃料をいうが、土地区画整理事業においては、一般公共事業と異な
り、土地所有者も受益者として事業施行に伴う不利益について一定限度において受
忍すべき義務があるから、完全自由市場において成立する新規の正常地代又は借賃
相当額を補償額とすることはできない。また、栃木県内では、土地の収益性が低い
ため、土地価格の五ないし六パーセントの利回りを期待することもできないため、
結局、原告の主張は失当である。
２　宅地
被告は、その普通財産たる宅地を貸付ける場合、その貸付料を足利市内における平
均的な賃料である固定資産評価額の一〇〇〇分の四〇としている。現に原告Ｂは、
＜地名略＞の土地、＜地名略＞の土地及び＜地名略＞の土地を賃貸をしていたが、
その賃料は昭和五七年時点で坪当たり月額一八〇円であって、年額にするとほぼ固
定資産評価額の一〇〇〇分の四〇程度に相当する。
３　農地
本件土地付近の畑の標準収益額（年額）は、昭和五九年時点で一〇アール当たり五



万一三〇〇円に過ぎず、農地法二四条の二に基づく標準小作料（年額）は一〇アー
ル当たり一万四〇〇〇円に過ぎないのであって、固定資産評価額の一〇〇〇分の四
〇をはるかに下回っている。
三　補償金の支払い
１　仮に、被告に何らかの補償義務が認められるとしても、被告は、昭和五五年一
二月五日、本件第一土地のうち＜地名略＞の土地については昭和五四年度（昭和五
四年一二月一日から昭和五五年三月三一日まで）分として九万〇五〇〇円（ただ
し、原告Ｂ所有の＜地名略＞、＜地名略＞の土地に対する補償を含む。）の補償
を、昭和五五年度分（昭和五五年四月一日から昭和五六年三月三一日まで）分とし
て七万八六一八円の補償を、
それぞれ原告Ａの代理人である原告Ｂと合意のうえ支払った。
２　また、本件各土地（＜地名略＞、同番＜地名略＞及び五五四番六の土地）の補
償について、被告は、原告Ａに対し、昭和六二年一月二一日、本件裁決に基づき同
裁決が認定した各土地の固定資産評価額の一〇〇〇分の四〇（年額）に相当する額
である七九万二四六九円（各年度分の弁済期より年五分の割合による利息相当額を
含む。）を支払った。
（被告の主張に対する原告Ａの認否及び反論）
一　被告の主張一は争う。
仮に仮換地指定処分による従前地の使用収益停止の法的性質が被告主張のとおりで
あったとしても、それは仮換地の使用収益の開始が行われることを前提とするもの
である。しかるに、本件では仮換地の使用収益開始日が別に定めるとされたまま、
現在まで一五年以上もの長期にわたり放置され、従前地、仮換地の双方が使用収益
できない状態が長期間継続しているのであるから、被告の主張はその前提を欠くも
のというべきである。
二　同二は争う。
二　１　同三１の事実のうち、原告Ｂが被告から農業補償名目で九万〇五〇〇円、
雑補償名目で七万八六一八円を受領したことは認め、右金員が本件土地を使用収益
できないことによる損失補償金であること、原告Ｂが原告本人として、また、原告
Ａの代理人として被告と＜地名略＞の土地の補償協議や被告主張の合意をしたこと
は否認する。
右金員は、被告が＜地名略＞の土地上の物件を原告Ｂに無断で焼却したことなどに
対する金銭的解決のために支払われたものである。
２　同三２のうち、原告Ａが昭和六二年一月二一日に被告から補償金として七九万
二四六九円の支払いを受けたことは認め、その余は争う。
原告Ａの被告に対する本件損失補償金五二八万七一三七円に対する年五分の割合で
生じた利息を計算すると、
内金一七万九七七二円に対する昭和五五年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は六万〇七〇八円、
内金五七万四二六六円に対する昭和五六年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は一六万五二一五円、
内金一〇二万四六二〇円に対する昭和五七年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は二四万三五五二円、
内金一三三万二二九〇円に対する昭和五八年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は二五万〇〇七〇円、
内金一四三万三六二〇円に対する昭和五九年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は一九万七四〇九円、
内金七四万二五六九円に対する昭和六〇年一月二四日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は七万三八八五円、
の合計九九万〇八三九円となるので、被告から支払われた七九万二四六九円は全て
利息金に充当されたことになる。
〔第二号事件〕
（請求原因）
一　当事者
１　原告Ｂは、別紙物件目録二記載の各土地（以下「本件第二土地」という。）の
所有者である。
２　被告は、本件第二土地所在地を含む本件事業の施行者である。
二　被告による仮換地指定処分等
１　被告は、原告Ｂに対し、本件事業の施行者として、昭和四九年三月二三日、別



紙第一目録記載のとおりの仮換地を指定し、その効力発生日を同年三月二六日と
し、かつ仮換地の使用又は収益を開始することができる日は別に定めて通知する旨
の通知（以下「本件処分」という。）をした。
２　原告Ｂは、本件事業の執行により、本件第二土地中、別紙第二目録Ａ欄記載の
従前地をＢ欄記載の日から、それぞれ現実に使用収益できなくなった。また、別紙
第二目録Ａ欄記載の従前地に対応する仮換地についての使用収益開始の通知が本件
訴え提起時（昭和六二年一月一八日）までなされていないため、原告Ｂは、別紙第
二目録Ａ欄記載の不動産について従前地及びそれらに対応する仮換地の双方につい
て同目録Ｂ欄記載の日からそれぞれ現実に使用収益できない状態が継続している。
三　原告Ｂの損失
１　第一号事件請求原因三１と同旨。
２　同三２と同旨。
３　また、従前地が農地である場合であっても、次に述べるとおり、農地の正常価
格に適正利回りを乗じて得た額が農地と七て使用した場合の年間純利益に固定的経
費を加えた額より上回る場合には、正常な地代又は借賃相当額を補償すべきであ
る。すなわち、市街化区域にあるいわゆる介在農地は宅地見込地であり、宅地と連
続しており、宅地と同一視できる状態にある。また、従前地が農地であっても仮換
地が直ちに使用可能な場合には、仮換地を農地ではなく都市機能に適合した、より
有効な利用が可能であるのに対し、従前地及び仮換地の双方が使用収益できない場
合には、従前地が現実に使用収益できなくなった時点の地目でもって農地なら農業
休止補償とした場合、その期間が長期にわたる場合には極めて不合理なこととな
る。
さらに、前記のとおり、従前地及び仮換地の双方が使用収益できない状態が公用使
用の法理と相通ずるものであることを考え合わせるならば、農地であっても宅地と
しての正常な地代又は借賃相当額を補償すべきである。
４　よって、原告Ｂは別紙第二目録Ａ欄記載の土地についてＢ欄記載の各日から本
日に至るまでそれぞれの土地について、それらに対応する期間の地代又は借賃相当
額の損失を被った〔なお、既に経過した期間のみ請求できるとされているので、昭
和五九年九月三〇日（＜地名略＞の土地については昭和五六年七月三一日）までの
損失補償を請求する。〕。
四　補償額
１　第一号事件請求原因四１と同旨。
２　第一号事件請求原因四１、２と同旨。ただし、別表第一、第二はそれぞれ別表
第三、第四と訂正する。
３　したがって、以上の基準に基づいて原告Ｂが補償対象の本件第二土地の補償を
受けるべき価格を算出すると、次のとおりとなる。すなわち、（一）　昭和五四年
一二月一日から同五五年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（四か月分の賃料相当額）
４６．３００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０６÷１２×４＝４０６．５１２円
（２）　＜地名略＞の土地（四か月分の賃料相当額）
４６．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０６÷１２×４＝１５９．２７２円
（二）　昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
４９．３００（円／ｍ２）４３９ｍ２×０．０６＝１．２９８．５６２円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
４９．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０６＝５０８．７７６円
（３）　＜地名略＞の土地（八か月二八日分の賃料相当額）
４６．５００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０６÷１２＝１００．６７２円（一
か月分の賃料相当額）
（１００．６７２円×８）＋（１００．６７２円×２８÷３１）＝８９６．３０５
円
年四月一日から同五七年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０６＝１．４５６．６０２円
（２）　＜地名略＞の土地（四か月分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０６÷１２×４＝１９０．２３２円
（３）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５２．１００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０６＝１．３５３．５５８円



（四）　昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６０．４００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０６＝１．５９０．９３６円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５６．９００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０６＝１．４７８．２６２円
（３）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６８．２００（円／ｍ２）×４１３ｍ２×０．０６÷１２＝１４０．８３３円（一
か月分の賃料相当額）
（１４０．８３３円×２）＋（１４０．８３３円×１５÷３１）＝３４９．８１１
円
（４）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６８．２００（円／ｍ２）×３５７．０２ｍ２×０．０６÷１２＝１２１．７４３
円（一か月分の賃料相当額）
（１２１．７４３
円×２）＋（１２１．７４３円×１５÷３１）＝３０２．３９３円
（５）　＜地名略＞及び＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一
日までの二か月一五日分の賃料相当額）
８４．１００（円／ｍ２）×２０７．１６ｍ２×０．０６÷１２＝８７．１１０円
（一か月分の賃料相当額）
（８７．１１０円×２）＋（８７．１１０円×１５÷３１）＝２１６．３７０円
（６）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
（１）　この内七三・八三平方メートルの部分
８４．１００（円／ｍ２）×７３．８３ｍ２×０．０６÷１２＝３１．０４５円
（一か月分の賃料相当額）
（３１．０４５円×２）＋（３１．０４５円×１５÷３１）＝７７．１１１円
（２）　この内二二三・五九平方メートルの部分
７９．４００（円／ｍ２）×２２３．５９ｍ２×０．０６÷１２＝８８．７６５円
（一か月分の賃料相当額）
（８８．７６５×２）＋（８８．７６５円×１５÷３１）＝２２０．４８０円
（７）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６８．６００（円／ｍ２）×１．１１４ｍ２×０．０６÷１２＝３８２．１０２円
（一か月分の賃料相当額）
（３８２．１０２円×２）＋（３８２．１０２円×１５÷３１）＝９４９．０９２
円
（五）　昭和五八年四月一日から同五九年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６４．０００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０６＝１．６８５．７６０円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６０．３００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０６＝１．５６６．５９４円
（３）　＜地名略＞（一年分の賃料相当額）
７２．２００（円／ｍ２）×４１３ｍ２×０．０６＝１．７８９．１１６円
（４）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
７２．２００（円／ｍ２）×３５７．０２ｍ２×０．０６＝１．５４６．６１０円
（５）　＜地名略＞及び＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
８９．０００（円／ｍ２）×２０７．１６ｍ２×０．０６＝１．１０６．２３４円
（６）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
（１）　この内七三・八三平方メートルの部分
８９．０００（円／ｍ２）×７３．８３ｍ２×０．０６＝３９４．２５２円
（２）　この内二二三・五九平
方メートルの部分
８４．１００円（円／ｍ２）×２３３．５９ｍ２×０．０６＝１．１２８．２３５
円
（７）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
７２．７００（円／ｍ２）×１．１１４ｍ２×０．０６＝４．８５９．２６８円



（六）　昭和五九年四月一日から同年九月三〇日まで（六か月分の賃料相当額）
（１）　＜地名略＞の土地
６６．３００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０６＝８７３．１７１円
（２）　＜地名略＞の土地
６２．４００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０６÷２＝８１０．５７６円
（３）　＜地名略＞の土地
７４．８００（円／ｍ２）×４１３ｍ２×０．０６÷２＝９２６．７７２円
（４）　＜地名略＞の土地
７４．８００（円／ｍ２）×３５７．０２ｍ２×０．０６÷２＝８０１．１５２円
（５）　＜地名略＞及び＜地名略＞の土地
９２．２００（円／ｍ２）×２０７．１６ｍ２×０．０６÷２＝５７３．００４円
（６）　＜地名略＞の土地
（１）　この内七三・八三平方メートルの部分
９２．２００（円／ｍ２）×７３．８３ｍ２×０．０６÷２＝２０４．２１３円
（２）　この内二二三・五九平方メートルの部分
８７．１００（円／ｍ２）×２２３．５９ｍ２×０．０６÷２＝５８４．２４０円
（７）　＜地名略＞の土地
７５．３００（円／ｍ２）×１．１１４ｍ２×０．０６÷２＝２．５１６．５２６
円
（七）　（一）ないし（六）の総計　三二八一万九九九七円
五　補償裁決
原告Ｂは、被告と、法一〇一条一項の損失補償について協議をしたが、協議が成立
しないので、栃木県収用委員会に対し、法九四条二項に基づき補償裁決の申請をし
た。栃木県収用委員会は、昭和六一年一一月二一日付で原告Ｂに対し、損失補償金
を三五六万九三六一円、損失補償の時期を昭和六二年一月二一日とする旨の裁決
（以下「本件裁決」という。）をした。
六　よって、原告Ｂは、被告に対し、本件裁決の変更を求めるとともに、損失補償
金請求権に基づき金三四五七万〇〇二七円及び内金三二八一万九九九七円に対する
昭和六二年一月二二日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを
求める。
（被告の認否）
一　請求原因一の各事実は認める。
二　１同二１の事実は認める。
２　同二２の事実のうち、＜地名略＞の土地のうち六一二・九六平方メートル（仮
換地六ブロック二ロット）について使用収益開始通知がないことは否認し、その余
は認める。
四　＜地名略＞の土地のうち六一二・九六平方メートル（仮換地六ブロック二ロッ
ト）については昭和六〇年八月一日に使用収益開始通知を行っている。
三　１同三１は認める。
２　同三２ないし４は争う。
四　１同四１は争う。
２　同四２のうち、補償対象地の昭和四七年九月一七日における推定正常価格が別
表第三記載のとおりであること、昭和四七年九月一七日以降の推定正常価格を財団
法人日本不動産研究所公表の六大都市を除く地域別市街地価推移指数（第四表）の
うち、住宅指数を用いて算出すると別表第四記載のとおりとなることは認め、その
余は争う。
２　同四２は争う。
五　同五は認める。
（被告の主張）
一　第一号事件の被告の主張一、二と同旨。
二　本件各仮換地は、事実上、使用収益可能な部分がそれぞれ存在するが、原告Ｂ
が各仮換地全体の整備が完了するまで部分的な引渡を受けることを拒否している。
しかし、事実上であっても使用収益可能な部分が存在すれば、その限りで同原告に
は損失がないというべきである。
三　補償金の支払い
１　仮に、被告に何らかの補償義務が認められるとしても、被告は、昭和五五年一
二月五日、本件土地のうち＜地名略＞及び＜地名略＞の土地については昭和五四年
度（昭和五四年一二月一日から昭和五五年三月三一日まで）分として九万〇五〇〇



円（ただし、原告Ａ所有の＜地名略＞の土地に対する補償を含む。）の補償を、ま
た、＜地名略＞、同番＜地名略＞及び＜地名略＞の土地について昭和五五年度（昭
和五五年四月一日から昭和五六年三月三一日まで）分として三〇万七四四七円の補
償を、それぞれ原告Ｂと合意のうえ支払った。２また、本件各土地（＜地名略＞、
同番＜地名略＞及び＜地名略＞の土地？）の補償について、被告は、原告Ｂに対
し、昭和六二年一月二一日、本件裁決に基づき同裁決が認定した各土地の固定資産
評価額の一〇〇〇分の四〇（年額）に相当する額である三五六万九三六一円（各年
度分の弁済期より年五分の割合による利息相当額を含む。）を支払った。
（被告の主張に対する原告Ｂの認否及び反論）
一　被告の主張一は、第一号事件の被告の主張に対する原告Ａの認否及び反論一、
二と同旨。
二　同二は争う。
仮換地の一部を部分的に使用収益することは、法的に許されない。
三　１同三１は、第一号事件の被告の主張に対する原告Ａの認否及び反論三１と同
旨。
２　同三２のうち、原告Ｂが昭和六二年一月二一日に被告から補償金として三五六
万九三六一円の支払いを受けたことは認め、その余は争う。
原告Ｂの被告に対する本件損失補償金三二八一万九九九七円に対する年五分の割合
で生じた従前の利息を計算すると、
内金五六万五七八四円に対する昭和五五年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は一九万一〇六五円、
内金二七〇万三六四三円に対する昭和五六年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は七七万七八三七円、
内金三〇〇万〇三九二円に対する昭和五七年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は七一万三一九二円、
内金五一八万四四五五円に対する昭和五八年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は九七万三一二一円、
内金一四〇七万六〇六九円に対する昭和五九年四月一日から昭和六二年一月二一日
までの利息は一九三万八二七三円、
内金七二八万九六五四円に対する昭和五九年一二月一二日から昭和六二年一月二一
日までの利息は七二万五九〇三円、
の合計五三一万九三九一円となるので、被告から支払われた三五六万九三六一円は
全て利息金に充当されたことになる。
第三　証拠（省略）
○　理由
〔第一号事件〕
第一　請求原因一（当事者）及び同二（被告による仮換地の指定等）の各事実、同
三１、同四のうち、補償対象の本件第一土地の昭和四七年九月一七日における推定
正常価格が別表第一記載のとおりであること、昭和四七年九月一七日以降の推定正
常価格を財団法人日本不動産研究所公表の六大都市を除く地域別市外地価推移指数
（第四表）のうち、住宅地指数を用いて算出すると別表第二記載のとおりとなるこ
と並びに同五の事実（補償裁決を経たこと）は当事者間に争いがない。
第二　争点に対する当裁判所の判断
一　争点１（補償の要否）について
１　法は、「従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権
その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、九九条二項
の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定
められたため、従前の宅地について使用、又は収益することができなくなったこと
に因り損失を受けた場合においては」施行者は、「その損失を受けた者に対して、
通常生ずべき損害を補償する。」（一〇一条一項）と規定している。
土地区画整理事業は、「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び
宅地の利用の増進を図る」こと（二条一項）により全体として秩序ある市街地を造
成し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするものであり、右目的実現
のためには当然に一定の権利制限を伴うことが予定されているのであって、法も土
地区画整理事業の施行につき公共の福祉による制約として施行区域内の権利者が等
しく受忍すべき一般的な権利制限については、特段、補償規定を設けていないが、
この制約を超える特別の犠牲については格別に補償を要する旨の規定を設けてお
り、法一〇一条一項もかかる趣旨に基づくものである。



すなわち、仮換地指定処分により従前地の使用収益権を剥奪するとともに従前地に
対応する仮換地についても別に使用収益開始日を定めるとされた後、右開始日を定
めないで仮換地についての使用収益権を与えないことは、一時的にではあれ、権利
を一方的に剥奪することになるから、かかる場合は特定の権利者に課される特別の
犠牲と解され、法一〇一条により補償を要するものとされているのである。
２　ところで、本件事業の執行により、四二三番四の従前地は昭和五四年一二月一
日から、四二三番四の従前地は原告Ａが所有権を取得した当初の昭和五四年一月二
五日から、五五四番六の従前地は昭和五八年一月一七日から、それぞれ現実に使用
収益できなくなったこと、右三筆の土地に対応する仮換地については、現在まで原
告Ａに対して仮換地の使用開始の通知がないため、同原告が従前地、仮換地の双方
とも使用収益できない状態が一〇年以上継続していることは当事者間に争いがな
く、証拠（乙一の１ないし５、証人Ｃ、原告Ｂ）及び弁論の全趣旨によれば、本件
従前地は、本件処分がなされた昭和四九年当時、実際に使用収益されていなかった
ことが認められるが、かかる場合であっても従前地の所有者は、何時でもこれを使
用収益し得た、すなわち、使用収益可能な状態にあったのであり、本件処分により
使用収益可能な状態から使用収益不能な状態になったことには変わりがないのであ
るから、従前地を実際に使用収益していなかった者に対しても補償を要するものと
解するのが相当である。
二　争点２（補償の額）について
１　右の使用収益権が剥奪された場合の補償額は、当該従前地の地代又は借賃相当
額（以下「地代相当額」という。）と解すべきであるが、当説地代相当額につい
て、原告主張のように一般的制限の課されていない土地の地代相当額と同様に解す
ることは、仮換地指定と同時に仮換地を使用収益できる者であっても、土地区画整
理事業遂行のために使用収益権に対する一般的制限が課されていることと対比して
権衡を失し、不合理であるから、地代相当額の算定に当たっても、当該従前地が土
地区画整理事業の開始により課される一般的制限（建築制限等）によって、そもそ
も使用収益が制約されている土地であることを当然に考慮すべきである。
この点について、原告は、補償額の算定に関して土地収用法における損失補償と同
様に考えるべきである旨主張しているが、土地区画整理事業においては、事業の開
始による一般的な権利の制限も換地処分を実現するための一時的なものに止まり、
換地の完了によって回復されることが予定されているのであって、その点において
土地の使用収益権が最終的に剥奪されることが予定されているために、事業開始前
の制約の課されていない正常価格を基準として補償することが必要とされている土
地収用の場合とは異なるものというべきであるから、法一〇一条の従前地の使用収
益権剥奪に伴う補償額を検討する場合においても土地収用の場合の正常価格と同列
に論じることはできないというべきであり、原告の右主張は採ることはできない。
２　補償額の算定について
（一）　そこで、本件における補償額について具体的に検討する。
土地区画整理事業においては、一般公共事業と異なり、土地所有者も受益者として
事業施行に伴う不利益について一定限度において受忍すべき義務があるため、借賃
相当額を定めるに際しても、完全自由市場において成立する新規の正常地代又は借
賃相当額を補償額とすることはできず、仮換地指定と同時に仮換地を使用収益でき
た場合の価格を前提として算定すべきことは前判示のとおりであるところ（甲二九
４０丁）、右によれば、新規賃料を基に借賃相当額を算定することはできないとい
わざるを得ない。
また、当事者間に争いのない事実、証拠（甲一四、二九、乙一二、証人Ｄ、同Ｅ、
原告本人）、鑑定人Ｆによる鑑定の結果（以下「三宅鑑定」という。）及び弁論の
全趣旨によれば、次の事実（一部争いのない事実を含も。）が認められ、これを覆
すに足りる証拠はない。
（１）　本件事業区域内の大部分は、住居地域であり、補償対象地の近傍も従前か
ら住宅地としての使用が一般的であって、現在も同様である（甲一四、原告）。
（２）　三宅鑑定は、地目農地についても宅地見込地としたうえ、付近の継続賃料
の水準からアプローチして使用料相当額を昭和五四年九月ないし同五六年九月時点
において、標準的な画地の場合に一平方メートル当たり月額五七円としており（三
宅鑑定）、右使用料額は、更地価格の、昭和五四年九月末日時点において約一・五
五パーセント、同五六年九月末日時点において約一・二八パーセントとなるが、右
数値は県南地区における住宅を主たる目的とした宅地の継続賃料の水準（更地価格
の一パーセント）を上回るものである。また、取引事例が少ないことから、継続賃



料の水準からのアプローチ方法による結果は必ずしも標準的なものとすることはで
きない。
（３）　これに対して甲第二九号証の不動産鑑定士Ｅ作成の不動産調査報告書（以
下「Ｅ報告書」という。）においては、配分法により更地価格の四パーセントを補
償額とすべきであるとしているが、右配分法に準ずる方法の基礎となった収益事例
はわずかな事例であり、また、建ぺい率違反の建物事例を含んでいることなど、普
遍性に欠ける点があり、必ずしも標準的なものということはできない（乙一二、
Ｄ）。
（４）　栃木県内では、土地の収益性が低いため、土地価格の五ないし六パーセン
トの利回りを期待することはできない（証人Ｄ）。
（５）　なお、本件においては、本件従前地が使用収益停止となる前から未利用の
まま放置されていたうえ、具体的な利用計画も存在していなかったし、本件第一土
地以外の法的に使用収益可能な状態になっている原告の他の仮換地についても未利
用のまま放置されていた反面、昭和四九年三月に仮換地指定処分がなされてから、
本件で損失補償を求めている昭和五四年一二月から昭和五九年九月までの間に使用
収益開始日の通知がなされていないので、従前地も仮換地も使用できない状態がす
でに一〇年を経過している。
（二）　そして、本件における損失補償は、前記のとおり、土地区画整理事業の開
始によって課される一般的制限によって、本来使用収益が制約されている土地を対
象とするものであることを前提として、以上の損失補償の額をめぐる諸事情を総合
考慮すれば、補償額は本件の全期間を通じて推定正常価格の年二パーセントとする
のが相当である。
（三）　推定正常価格
補償対象の本件第一土地の昭和四七年九月一七日における推定正常価格（単価）は
別表第一記載のとおりであること、及びこれに基づく本件第一土地の原告主張の各
期間の推定正常価格は別表二記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。
３　具体的補償額
以上に基づき、原告Ａが補償対象の本件第一土地の補償を受けるべき価額を算出す
ると、次のとおりとなる（なお、円未満切捨て、以下同じ）。
（一）　昭和五四年一二月一日から同五五年三月三一日まで
四二三番四の土地（四か月分の賃料相当額）
４６．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０２÷１２×４＝５９．９２
４円
（二）　昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日まで
＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
４９．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０２＝１９１．４２２円
（三）　昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０２＝２１４．７１８円
（２）　＜地名略＞の土地（昭和五六年八月一日から八か月分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０２÷１２×８＝１２６．８２１円
（四）　昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日まで
（１）　四二三番四の土地（一年分の賃料相当額）
６０．４００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０２＝２３４．５２１円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６０．４００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０２＝２０７．７７６円
（３）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６５．８００（円／ｍ２）×６．６１ｍ２×０．０２÷１２＝７２４円（一か月分
の賃料相当額）
（７２４円×２）＋７２４円÷３１×１５）＝１．７９８円
（五）　昭和五八年四月一日から同五九年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６４．０００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０２＝２４８．４９９円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６４．０００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０２＝２２０．１６０円
（３）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６９．７００（円／ｍ２）×６．６１ｍ２×０．０２＝９．２１４円



（六）　昭和五九年四月一日から同五九年九月三〇日まで
（１）　＜地名略＞の土地（六か月分の賃料相当額）
６６．３００（円／ｍ２）×１９４．１４ｍ２×０．０２÷２＝１２８．７１４円
（２）　＜地名略＞の土地（六か月分の賃料相当額）
６６．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０２÷２＝１１４．０３６円
（３）　五五四番六の土地（六か月分の賃料相当額）
７２．２００（円／ｍ２）×６．６１ｍ２×０．０２÷２
＝４．７７２円
（七）　（一）ないし（六）の総計　　　　一七六万二三七五円
三　損失の填補について
１　填補額
（一）　原告Ａが、被告から、本件各年度の補償として七九万二四六九円が支払わ
れたこと及び原告Ａに代わって原告Ｂが、被告から、九万〇五〇〇円及び七万八六
一八円を受け取ったことは当事者間に争いがない。
（二）　右九万〇五〇〇円及び七万八六一八円については、本件の補償にあたるも
のか否かについて検討するに、証拠（乙二及び三の各１・２・３、証人Ｃ、同Ｇ）
によれば、右九万〇五〇〇円は、原告Ｂが本件第一土地のうち四二三番四の土地、
同番＜地名略＞の土地及び原告Ｂ所有の本件第二土地のうち＜地名略＞について昭
和五四年一二月一日から昭和五五年三月三一日までの間の農業休止補償として支払
われたこと、右七万八六一八円は、原告Ｂが原告Ａに代わって本件第一土地のうち
＜地名略＞の土地について昭和五五年度の雑補償として固定資産評価額の一〇〇〇
分の三五の割合による金額で支払われたものであることが認められるから、原告Ｂ
から右各金額についての物件移転承諾書を差し入れさせていたことが認められるも
のの、被告においては物件移転承諾書しか書式がなかったのでこれを用いたことや
右金額の算定方法等からして右金額は昭和五四年度（同年一二月一日からの分）と
昭和五五年度の右の各土地を使用できないことによる補償と解すべきである（な
お、前記九万〇五〇〇円のうち、原告Ａの分は補償地全体の面積に対する割合によ
り二万一八二一円となる）。
（三）　したがって、原告Ａは被告から本件の補償として八九万二九〇八円の支払
いをすでに受けているものというべきである。
２　利息への充当
原告Ｂは、被告から、これまでに支払いを受けた補償金について、利息への充当を
主張するので、原告Ａの被告に対する本件の損失補償金一七六万二三七五円に対す
る年五分で生じた従前の利息を計算すると、
内金五万九九二四円に対する昭和五五年四月一日から昭和六二年一月二一日までの
利息は二万〇四〇七円、
内金一九万一四二二円に対する昭和五六年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は五万五六一七円、
内金三四万一五三九円に対する昭和五七年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は八万二一五七円、
内金四四万四〇九五円に対する昭和五八年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は八万四六二一円、
内金四七万七八七三円に対する昭和五九年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は六万七一六四円、
内金二四万七五二二円に対する昭和六〇年一月二四日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は二万四六八四円、
の合計三三万四六五〇円となるので、
本件の損失補償金一七六万二三七五円に対する昭和六二年一月二二日から平成五年
五月二四日までの利息は五五万八四〇七円で、
これらの利息の総計は八九万三〇五七円となり、被告からすでに支払われた八九万
二九〇八円は全て右期間の利息金に充当されたことになる。
〔第二号事件〕
第一　請求原因一　（当事者）及び同二（被告の仮換地指定処分等）の各事実（た
だし、四二六番一の土地のうち六一二・九六平方メートルを除く一、同三１、同四
のうち、補償対象地の昭和四七年九月一七日における推定正常価格が別表第三記載
のとおりであること、昭和四七年九月一七日以降の推定正常価格を財団法人日本不
動産研究所公表の六大都市を除く地域別市外地価推移指数（第四表）のうち、住宅
地指数を用いて算出すると別表第四記載のとおりとなること並びに同五の事実（補



償裁決を経たこと）は当事者間に争いがなく、＜地名略＞の土地のうち六一二・九
六平方メートルについては、昭和六〇年八月一日使用収益を開始したことが認めら
れるが（乙一一）、いずれにしろ補償対象期間中に使用収益を開始されていないこ
とに相違はない。
第二　争点に対する当裁判所の判断
一　争点１（補償の要否）について
本件において、被告が原告らに対して補償をする必要があると解すべきことは、第
一事件の第二、一に述べたとおりである。
なお、被告は、本件各仮換地は、事実上、使用収益可能な部分が存在するのに、原
告Ｂが各仮換地全体の整備の完了まで部分的な引渡を受けることを拒否したもの
で、原告Ｂの損失はないと主張するが、原告Ｂが右のように部分的な引渡を拒否し
たか否かはさておき、第一事件の第二、一、２のとおり、仮換地指定処分がなさ
れ、その使用収益開始できる日は別に定めて通知するとされた本件のような場合に
は、本件処分により法的にみると使用収益可能な状態から使用収益不能な状態にな
ったものであるから、
従前地ないしは仮換地の全部または一部についての使用収益が一時的にでも許可さ
れたか、または実際にこれを使用収益をしてしまって具体的な損失が発生していな
い場合でない限り、原告Ｂは法一〇一条に基づき補償を請求できるものと解するの
が相当であるところ、本件では右のような事情があるとはいえない。
二　争点２（農地の評価）について
証拠（甲二九、証人Ｄ、同Ｈ、鑑定人Ｆによる鑑定の結果）によれば、補償対象地
は、いずれも昭和四七年一〇月三日都市計画決定がなされた市街化区域で、近隣商
業地域ないしは工業地域に属し、補償対象期間の現況は、農地や原野の中に一般住
宅や小工場が散在する土地利用度があまり高くない住宅地域であったこと、三宅鑑
定及びＥ鑑定（甲二九）は、いずれも補償対象地内の農地について、宅地見込地と
して時価相当額を算出していることが認められること、しかも、補償対象地は、土
地区画整理事業の対象であって、宅地への熟成過程にあって、仮換地指定処分まで
進行していること等からすれば、補償対象地内の農地は、宅地見込地としての推定
正常価格に基づく地代相当額をもって補償額と解するのが相当である。
三　争点３（補償の額）について
１　補償の額については、土地区画整理事業の開始により課される一般的制限によ
る制約下での当該従前地の地代相当額と解すべきであること及び推定正常価格に占
める補償額の割合については、第一事件の第二、二、１及び２の（一）・（二）の
とおりである。
２　推定正常価格
補償対象の本件第二土地の昭和四七年九月一七日における推定正常価格（単価）は
別表第三記載のとおりであること、及びこれに基づく本件第二土地の原告主張の各
期間の推定正常価格は別表四記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。
３　具体的補償額
以上に基づき、原告Ｂが各補償対象の本件第二土地の補償を受けるべき価額を算出
すると、次のとおりとなる。
（一）　昭和五四年一二月一日から同五五年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（四か月分の賃料相当額）
４６．３００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０２÷１２×４＝１３５．５０４円
（２）　＜地名略＞の土地（四か月分の賃料相当額）
４６．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０２÷１２×４＝５３．０９０円
（二）　昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
４９．３００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０２＝４３２．８５４円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
４９．３００（円／ｍ２）×０．０２＝１６９．５９２円
（３）　＜地名略＞の土地（八か月二八日分の賃料相当額）
４６．５００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０２÷１２＝３３．５５７円（一か
月分の賃料相当額）
（３３．５５７円×８）＋（３３．５５７円÷３１×２８）＝２９８．７６５円
（三）　昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０２＝４８５．５３４円



（２）　＜地名略＞の土地（四か月分の賃料相当額）
５５．３００（円／ｍ２）×１７２ｍ２×０．０２÷１２×４＝６３．４１０円
（３）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５２．１００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０２＝４５１．１８６円
（四）　昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６０．４００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０２＝５３０．３１２円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
５６．９００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０２＝４９２．７５４円
（３）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６８．２００（円／ｍ２）×４１３ｍ２×０．０２÷１２＝４６．９４４円（一か
月分の賃料相当額）
（４６．９４４円×２）＋（４６．９４４円÷３１×１５）＝１１６．６０２円
（４）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６８．２００（円／ｍ２）×３５７．０２ｍ２×０．０２÷１２＝４０．５８１円
（一か月分の賃料相当額）
（４０．５８１円×２）＋（４０．５８１円÷３１×
１５）＝１００．７９７円
（５）　＜地名略＞及び＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一
日までの二か月一五日分の賃料相当額）
８４．１００（円／ｍ２）×２０７．１６ｍ２×０．０２÷１２＝２９．０３６円
（一か月分の賃料相当額）
（２９．０３６円×２）＋（２９．０３６円÷３１×１５）＝７２．１２１円
（６）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
（１）　この内七三・八三平方メートルの部分
８４．１００（円／ｍ２）×７３．８３ｍ２×０．０２÷１２＝１０．３４８円
（一か月分の賃料相当額）
（１０．３４８円×２）＋（１０．３４８円÷３１×１５）＝２５．７０３円
（２）　この内二二三・五九平方メートルの部分
７９．４００（円／ｍ２）×２２３．５９ｍ２×０．０２÷１２＝２９．５８８円
（一か月分の賃料相当額）
（２９．５８８円×２）＋（２９．５８８円÷３１×１５）＝７３．４９２円
（７）　＜地名略＞の土地（昭和五八年一月一七日から同三月三一日までの二か月
一五日分の賃料相当額）
６８．６００（円／ｍ２）×１．１１４ｍ２×０．０２÷１２＝１２７．３６７
（一か月分の賃料相当額）
（１２７．３６７（円／ｍ２）×（１２７．３６７円×１５÷３１）＝３１６．３
６３円
（五）　昭和五八年四月一日から同五九年三月三一日まで
（１）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６４．０００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０２＝５６１．９２０円
（２）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
６０．３００円（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０２＝５２２．１９８円
（３）　＜地名略＞（一年分の賃料相当額）
７２．２００（円／ｍ２）×４１３ｍ２×０．０２＝５９６．３７２円
（４）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
７２．２００（円／ｍ２）×３５７．０２ｍ２×０．０２＝５１５．５３６円
（５）　＜地名略＞及び＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
８９．０００（円／ｍ２）×２０７．１６ｍ２×０．０２＝３６８．７４４円
（６）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
（１）　この内七三・八三平方メートルの部分
８９．０００（円／ｍ２）×７３．８３ｍ２×０．０２＝１３１．４１７円
（２）　この内二二三・五九平方メートルの部分
８４．１００（円／ｍ２）×２２３．５
９ｍ２×０．０２＝３７６．０７８円



（７）　＜地名略＞の土地（一年分の賃料相当額）
７２．７００（円／ｍ２）×１．１１４ｍ２×０．０２＝１．６１９．７５６円
（六）　昭和五九年四月一日から同年九月三〇日まで（六か月分の賃料相当額）
（１）　＜地名略＞の土地
６６．３００（円／ｍ２）×４３９ｍ２×０．０２÷２＝２９１．０５７円
（２）　＜地名略＞の土地
６２．４００（円／ｍ２）×４３３ｍ２×０．０２÷２＝２７０．１９２円
（３）　＜地名略＞の土地
７４．８００（円／ｍ２）×４１３ｍ２×０．０２÷＝３０８．９２４円
（４）　＜地名略＞の土地
７４．８００円（円／ｍ２）×３５７．０２ｍ２×０．０２÷２＝２６７．０５０
円
（５）　＜地名略＞及び＜地名略＞の土地
９２．２００（円／ｍ２）×２０７．１６ｍ２×０．０２÷２＝１９１．００１円
（６）　＜地名略＞の土地
（１）　この内七三・八三平方メートルの部分
９２．２００（円／ｍ２）×７３．８３ｍ２×０．０２÷２＝６８．０７１円
（２）　この内二二三・五九平方メートルの部分
８７．１００（円／ｍ２）×２２３．５９ｍ２×０．０２＝１９４．７４６円
（７）　＜地名略＞の土地
７５．３００（円／ｍ２）×１．１１４ｍ２×０．０２÷２＝８３８．８４２円
（七）　（一）ないし（六）の総計　　　　一〇九三万九九八三円
三　損失の填補について
１　填補額
（一）　原告Ｂに対し、被告から、本件各年度の補償として三五六万九三六一円が
支払われたこと、及び原告Ｂが、被告から、九万〇五〇〇円及び三〇万七四四七円
を受け取ったことは当事者間に争いがない。
（二）　右九万〇五〇〇円及び三〇万七四四七円については、本件の補償にあたる
ものか否かについて検討するに、証拠（乙二及び三の各１・２・３、証人Ｃ、同
Ｇ、原告Ｂ）によれば、右九万〇五〇〇円は、原告Ａ所有の本件第一土地のうち＜
地名略＞の土地、同番＜地名略＞の土地及び本件第二土地のうち＜地名略＞につい
て昭和五四年一二月一日から昭和五五年三月三一日までの間の農業休止補償として
支払われたこと、右三八万八七八二円は、原告Ｂが本件第二土地のうち＜地名略
＞、＜地名略＞の土地、＜地名略＞の土地について昭和五五年度の雑補償として固
定資産評価額の一〇〇〇分の三五の割合による金額で支払われたものであることが
認められるから、
原告Ｂから右各金額についての物件移転承諾書を差し入れさせていたことが認めら
れるものの、被告においては物件移転承諾書しか書式がなかったのでこれを用いた
ことや右金額の算定方法等からして右金額は昭和五四年度（同年一二月一日からの
分）と昭和五五年度の右の各土地を使用できないことによる補償と解すべきである
（なお、前記九万〇五〇〇円のうち、原告Ｂの分は補償地全体の面積に対する割合
により六万八六七九円が補償されていたことになる。）。
（二）　したがって、原告Ｂは被告から本件の補償として三九四万五四八七円の支
払いをすでに受けているものというべきである。
２　利息への充当
原告Ｂは、被告から、これまでに支払いを受けた補償金について、利息への充当を
主張するので、本件の損失補償金一〇九三万九九八三円に対する年五分で生じた従
前の利息を計算すると、
内金一八万八五九四円に対する昭和五五年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は六万四二二五円、
内金九〇万一二一一円に対する昭和五六年四月一日から昭和六二年一月二一日まで
の利息は二六万一八四五円、
内金一〇〇万〇一三〇円に対する昭和五七年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は二四万〇五七九円、
内金一七二万八一四四円に対する昭和五八年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は三二万九二九四円、
内金四六九万二〇二一円に対する昭和五九年四月一日から昭和六二年一月二一日ま
での利息は六五万九四五四円、



内金二四二万九八八三円に対する昭和五九年一二月一二日から昭和六二年一月二一
日までの利息は二五万六六三六円、
の合計一八一万二〇三三円となるところ、本件の損失補償金一〇九三万九九八三円
に対する昭和六二年一月二二日から平成二年一二月一六日までの利息は二一三万四
〇四六円で、
これらの利息の総計は三九四万六〇七九円となり、被告からすでに支払われ補償金
額は三九四万五四八七円は全て右期間の利息金に充当されたことになる。
〔結論〕
よって、原告らの本訴請求のうち、原告Ａが本件裁決における損失補償額を金一七
六万二三七五円と、原告Ｂが本件裁決における損失補償額を金一〇九三万九九八三
円とそれぞれ変更するとともに、被告は、原告Ａに対し金一七六万二三七五円及び
これに対する平成五年五月二四日から右支払済まで年五分の割合による利息の支払
い、
並びに原告Ｂに対し、金一〇九三万九九八三円及びこれに対する平成二年一二月一
六日から右支払済まで年五分の割合による利息の支払いをそれぞれ求める範囲で理
由があるので、右の範囲で認容し、その余は失当であるから棄却することとし、訴
訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九二条本文、九三条を
各適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　小林登美子　石田浩二　桑原伸郎）
物件目録一
一　所　在　　足利市＜地名略＞
地　番　　＜地名略＞
地目　宅地
地　積　　一九四・一四平方メートル
二　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地　目　　雑種地
地　積　　一七二平方メートル
三　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地　目　　雑種地
地　積　　六・六一平方メートル
物件目録二
一　所　在　　足利市＜地名略＞
地　番　　＜地名略＞
地目　畑
地　積　　四一三平方メートル
二　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地目　畑
地　積　　四三九平方メートル
三　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地目　宅地
地　積　　三五七・〇二平方メートル
四　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地目　宅地
地　積　　一〇三・九六平方メートル
五　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地目　宅地
地　積　　二九七・四二平方メートル
六　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地目　宅地
地　積　　一〇三・二〇平方メートル
七　所在　同所



地　番　　＜地名略＞
地目　畑
地　積　　一一一四平方メートル
八　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地目　畑
地　積　　四三三平方メートル
九　所在　同所
地　番　　＜地名略＞
地目　　雑種地
地　積　　一七二平方メートル
（ただし、九の土地については原告Ｂは昭和五六年七月三一日まで所有者であっ
た。）


